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製品・サービスを市場に出す際には、様々な環境影響について考える時代になっています。例えば、

3R（リデュース・リユース・リサイクル）の観点、廃棄物処理、省エネルギー、特定化学物質の使用制限な

どを考慮して、ライフサイクル全体を通じて、適切にデザインしなければなりません。こうした取組は、

「環境配慮設計」や「エコデザイン」と呼ばれています。 

本JISは、あらゆる組織における製品・サービスの設計・開発やマネジメントシステムに、どのように環

境配慮設計を組み込むか、要求される取組などを示しています。本 JISが適用されることによって、例え

ば、異業種との連携・協力により開発される製品・サービスへの環境配慮設計の共通理解と関連環境情

報がバリューチェーン全体で共有されることを促し、バリューチェーン全体での環境影響の低減にも貢献

することが期待されます。 

 

１．JIS制定の背景・目的 

近年、IoT（Internet of Things）技術の飛躍的な発展により、これまでの製造業の範疇にとどま

らず、製品から収集したデータを活用した新たなサービス展開や、スマートモビリティやスマート

農業のような AI・ロボット技術の活用、といった異業種間の連携・協力が加速しています。また、

シェアリングサービスの普及やモノを所有する社会から必要なときに利用する社会への移行など、

産業構造が大きく変化しつつあります。さらに、国連のSDGs（Sustainable Development Goals：

持続可能な開発目標）も、社会課題に対して、政府・自治体（行政）、企業、NGO/NPOの市民活動な

どあらゆる組織が協力して解決することを求めています。          

このように、市場に提供される様々な製品・サービスが、異業種間の連携・協力によって生み出

されるようになる中では、製品・サービスのバリューチェーンを構成する関係者間で環境配慮設計

への共通認識の醸成が必要となります。そこで、ISO（国際標準化機構）とIEC（国際電気標準会議）

において、「IEC 62430:2019 Environmentally conscious design (ECD) - Principles, requirements 

and guidance（環境配慮設計－原則、要求事項及び手引）」が開発、発行されました（適用範囲は、

電気・電子製品からあらゆる製品・サービスに拡大しています）。我が国においても、IEC 62430を

基に、環境配慮設計への取組を促進し、社会課題解決に向かうあらゆる組織が、国内外の市場及び

社会全体の環境影響低減に広く貢献することを期待し、「JIS Q 62430」を発行しました。 

 

２．制定する JISの主なポイント 

本JISは、環境配慮設計（製品・サービスのライフサイクル全体で、環境影響の低減を実現する

ためのデザイン）について、実施の原則、要求事項及び手引を定めています。また、マネジメント

システム（PDCA）が存在する場合には、それに組み込むことを要求しています（図）。これにより、

組織のトップ（経営層）や関係部門が、製品・サービスに関する環境目標の共通認識をもち、経営

戦略として環境配慮の取組に関与することによって、組織単位での活動の実践が期待されます。 

具体的には、PDCAの各ステップに対応させて、以下の取組を要求しています。 





等が期待されます。 

 

※日本産業標準調査会（JISC）のHP（https://www.jisc.go.jp/）から、「Q 62430」でJIS検索す

ると本文を閲覧できます。 
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